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 活動の報告Ⅴ

毎年度、活動計画に定めた事項の実施状況を取りまとめ、市町村長に報告す
る必要があります。

• 毎年度、活動の実施経過を取りまとめ、以下の書類を市町村に提出します。

• 提出期日は、活動を実施した年度の１月3１日までです。

• 市町村における確認（書類審査（必要に応じて現地確認））後、実施経過の確認結果が
通知されます。

（１） （「みどり加算」を受ける場合）実施経過の取りまとめ・報告【R7拡充】

１ 報告の流れ

■ 活動の報告

市町村への提出書類 （提出資料は市町村にお問い合わせください）

必ず提出する書類 必要に応じて提出する書類

◆ 実施経過報告書
□ 様式第１－１２号（別紙１及び別紙２）

□ 生産記録（参考様式）

□ （市町村の求めに応じて）実施状況
がわかる写真
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• 毎年度の活動終了後、活動の実績を実施状況報告書に取りまとめ、以下の書類を市町村
に提出します。

• 提出期日は、活動を実施した翌年度の○月○日までです。

• 市町村における確認（書類審査、現地確認）後、必要に応じ、実施状況の確認結果が通
知されます。

（２） 実施状況の取りまとめ・報告

■ 活動の報告

市町村への提出書類 （提出資料は市町村にお問い合わせください）

必ず提出する書類 必要に応じて提出する書類

◆ 実施状況報告書
□ 様式第１－8号
□ （みどり加算を受ける場合）別紙１及び別紙２

【R7拡充】
□ （持越金が当該年度交付金の３割を超え、かつ

100万円以上の場合）別紙３ 持越金の予定表

◆ 活動記録 （※１）
□ 様式第１－６号

◆ 金銭出納簿 （※２）
□ 様式第１－７号

□ （みどり加算を受ける場合）生産記録（参考様式）

□ （みどり加算を受ける場合、市
町村の求めに応じて）実施状況
がわかる写真【R7拡充】

□ その他市町村が求める書類
（※３）

・財産管理台帳（様式第1-10号）
・通帳
・領収書
・運営委員会資料及び議事録
・点検及び機能診断記録簿
・研修資料

等

活動期間の最終年度のみ提出する書類

◆ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）
チェックシート【R7追加】

□ 様式第１-11号

◆ 地域資源保全管理構想
□ 別記１－４様式

※１ 農地維持支払交付金については、市町村が事業計画に定められている農用地及び対象施設の保全
管理状況の現地確認を行うことから、活動記録の提出は不要ですが、作成は必要です。

※２ 法人化した組織においては、金銭出納簿の市町村への提出は不要です。

※３ 財産管理台帳（様式第１－10号）、通帳、領収書、総会資料及び議事録は、市町村における確認対象
書類です。
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• 市町村が実施状況の確認に用いた「実施状況確認チェックシート」（別記３－１様式第
１号、第３号、第４号）は、活動組織に送付されます。チェックシートには、市町村が
確認を実施した際の所見が記載されているので、次年度の年度活動計画策定時の参考と
してください。

• 新たに遊休農地の発生が判明した場合は、その農用地を解消すべき遊休農地として位置
付けるなど、事業計画書及び活動計画書の変更を行う必要があります。

（３） 次年度の年度活動計画の策定

• 毎年度の活動報告とは別に、「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」及び「多
面的機能の増進を図る活動」に取り組む活動組織は、認定を受けている事業計画の開始
年度から起算して４年目にこれらの活動の実施状況や効果の発現状況等について自己評
価を行い、市町村に報告する必要があります。

• 自己評価の詳細については市町村にお問合せください。

（４） 自己評価

市町村において、毎年度、活動組織から提出のあった書類（前ページ）の書類確認及
び現地確認を行います。

活動写真や作業日報の作成・提出は求めていません。ただし、みどり加算については、
市町村が実施状況を確認する際、写真による確認又は現地確認をすることから、市町村
の求めに応じて実施状況がわかる写真を作成・提出する必要があります。【R7拡充】

市町村が行う実施状況の確認内容

[ 領収書等の書類がない支出 ]
・自動販売機での購入等、領収書（レシート）を確認できない物へ支出している。
・領収書等が紛失している等により支払いが確認できない物へ支出している。
・購入品の内容が領収書等で確認できない物へ支出している。

※上記に該当する場合、交付金返還の対象となります。

注意するべき不適切な実施例

■ 活動の報告

実施状況の確認内容

書類確認 現地確認

農地維持支払 ○ ○

資源向上支払（共同） ○
必要に応じて

実施

うち、みどり加算 ○
写真による確認

又は
現地確認を実施

資源向上支払（長寿命化） ○
活動期間中に
１回以上実施
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広域協定運営委員会 市町村

実施状況の確認

【確認方法】
• 書類確認
• 現地確認

実施状況の報告
運営委員会で議決

【提出書類】
 実施状況報告書
 金銭出納簿
 活動記録

報
告

集落等

活動の報告
集落等で合意形成

【提出書類】
 「実施計画、活動報告

及び運営委員会による
活動報告確認票」

 活動記録

報
告

集落等の活動報告の確認

【確認方法】
• 書類確認
• 必要に応じ現地確認

■ 活動の報告

• 複数の集落又は活動組織（以下「集落等」という。）で構成される広域活動組織にお
いては、組織を構成する各集落等が、「多面的機能支払交付金に係る実施計画、活動
報告及び運営委員会による活動報告確認票」（別記１－５様式第１号）（次ページ）
を作成し、各集落等における合意を得て、活動記録を添付して広域協定運営委員会に
提出する必要があります。

• 広域協定運営委員会は、集落等からの報告内容を確認し、実施状況報告書等を取りま
とめ、運営委員会における議決を得て、市町村に提出します。

• 複数の集落で構成される活動組織においても、必要に応じて同様の手順で活動の報告
を行います。

（５） 複数集落で構成される組織における活動の報告
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（別記１－５様式第１号）
【参加集落（活動組織）から運営委員会に提出するもの】

【１．農地維持支払（地域資源の基礎的保全活動）】

【２．資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）】及び【３．資源向上支払（施設の長寿命化を図る活動）】

１．農地維持支払交付金（地域資源の基礎的な保全活動）

現地
確認

点検 ○

年度活動計画の策定 ○

250 a 20 a

○

○

○

○

○

活動を実施した場合は、活動報告欄に「○」を記入する。なお、活動記録を別途提出する。

活動を実施しなかった場合は、活動報告欄に「×」を記入し、「未実施理由」欄に未実施の理由を記入する。
計画外の項目には「ー」を記入する。

水路附帯施設の
保守管理

事務・組織運営に
関する研修、
機械の安全使用に
関する研修

○

○

－

○

○

活動区分 活動項目

点検・
計画策定

研修

活動報告

実施予定時期 未実施理由

水路の草刈り

４月水路の泥上げ

４月

６月、７月、8月○

○

○

○

○

○

６月、７月、8月農道の草刈り

－

○

－

－

－

○

－

－

農道側溝の泥上げ

令和　　年度　多面的機能支払交付金に係る
実施計画、活動報告及び運営委員会による活動報告確認票（○○集落）

令和　年　月　日 ○○　○○

報告者

確認日 令和　年　月　日

○○集落

○○集落
活動
報告

活動報告
の確認

運
営
委
員
会

参
加
集
落
（
活
動
組
織
）

確認者

策定者策定日

報告日 令和　年　月　日

○○運営委員会

②活動報告の内容が適正な場合は「○」を記入する。計画に沿った活動が実施されていない場合は、活動を適正に実施するよう指導し、活動
の実施を確認する。その結果活動要件が満たされた場合は、「○」を記入する。

実施
計画

当該年度に実施する活動について「○」を記入し、活動内容及び数量等を記入する。
実施しない場合は、「－」を記入する。

○○　○○

当該年度に実施する活動について「○」を記入し、実施予定時期を記入する。
実施しない場合は、「－」を記入する。（研修等、運営委員会が一括して行う場合も「－」を記入する。以下同じ。）

③必要に応じて現地確認を行い、行った場合は現地確認欄に「○」を記入する。

○○　○○

活動報告の確認

遊休農地発生防止の
ための保全管理

７月

【遊休農地解消面積】

鳥獣害防護柵等の
保守管理

①運営委員会は参加集落（活動組織）から別途提出される活動記録等により、活動報告の記載内容を確認する。

○

４月

６月、７月、8月
畦畔･法面･防風林の
草刈り

点検結果に応じて実施時期
を決定

代表者研修（事務・組織運
営等に関する研修）はR
６、機械の安全使用に関す
る研修はＲ７受講予定

○

○

－

代表者研修（事務・組織運営
等に関する研修）はR６、機械
の安全使用に関する研修はＲ
７受講予定

○

実施計画

○

○

異常気象時の対応

－

－

路面の維持

農林水産省様式

実
践
活
動

農
用
地

水
路

農
道

－

－

－

○

ため池附帯施設の
保守管理

洪水、台風、地震等の発生
後

ため池の泥上げ

－ため池の草刈り
た
め
池

共
通

○

実施計画欄及び活動報告欄は、参加集落が
記入します。

・活動報告の確認欄は、広域活動組織におい
ては運営委員会が、複数集落で構成される活
動組織においては活動組織の事務局が記入
します。
・必要に応じて現地確認を行った場合は「○」
記入してください。

広域活動組織においては、参加集落ごとに作
成します。
複数集落で構成される活動組織においては、
必要に応じて参加集落ごとに作成します。

確認者は、確認の対象集落とは異なる集落の
方としてください。

■ 活動の報告
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２．資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）

現地
確認

○

○

○

　

○

－

○

○

○

　

活動報告

○

○

施
設
の
軽
微
な
補
修

４月

ため池の軽微な補修等

水路の軽微な補修等
機能診断結果に応じて実施
時期を決定

農道の機能診断

ため池の機能診断

年度活動計画の策定

機能診断･補修技術等
に関する研修

○

○

○

農道の軽微な補修等

研
修

○

－

×

実
践
活
動

機能診断結果に応じて実施
時期を決定

機能診断の結果、補修の必要
がなかったため未実施

－ －

○

○

○ 機能診断の結果、補修の必要
がなかったため未実施

×

×

活動報告の確認

活動内容、数量等 未実施理由

農用地の機能診断 ４月

４月

農用地の軽微な補修等
機能診断結果に応じて実施
時期を決定

機能診断の結果、補修の必要
がなかったため未実施

令和６年度に実施予定

水路の機能診断 ４月

実施計画

令和６年度に実施予定

○

－

○

－

実
践
活
動

景観形成・
生活環境保全
水田貯留機能増進･
地下水かん養

生態系保全

水質保全

－

機
能
診
断
・

計
画
策
定

活動区分 活動項目

農
村
環
境
保
全
活
動

○ ８月　生き物調査実施 ○

資源循環

○ ８月　水質モニタリング調査を
実施

－

－

－ －

－

－

３．資源向上支払交付金（施設の長寿命化を図る活動）

現地
確認

○ ○

○ ○

活動区分 活動項目

実施計画 活動報告 活動報告の確認

活動内容、数量等 未実施理由

水路

水路

農道

実
践
活
動

※参加集落（活動組織）が毎年度それぞれ行おうとする実施計画を運営委員会に提出した後、運営委員会が組織全体として取りまとめた
　実施計画によって実施計画の変更があった場合には、変更箇所が分かるように記入すること。

農道の更新等 － □－□号線農道のアスファルト舗
装（L=1.24km） －

水路の補修 ○ ○○号線水路の老朽化部分の補修
（L=1.00km） × 水路の補修が想定より難しく、時間

がかかることから次年度更新予定

水路の補修 ○ △ｰ△△号用水路を土水路からコン
クリート水路への更新 ○

農道の補修 ○ □号線農道の路肩及び法面の補修
（L=2.50km） ○農道

長寿命化の実施計画欄は、
参加集落が、毎年度行おうと
する取組の計画又は要望を
記入してください。

長寿命化の活動報告欄は、広域活動組織において
は運営委員会が、複数集落で構成される活動組織
においては活動組織の事務局が、参加集落の計画
又は希望を調整した結果に応じて記入してください。

活動計画書に位置付けられた取組→「○」
活動計画書に位置付けられなかった取組→「－」

（続き）

■ 活動の報告
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• 毎年度、活動の内容を取りまとめ、実施経過報告書（様式第１－１２号）を作成します。

※ 様式第１－１２号の別紙１及び別紙２は、様式第１－８号の別紙１及び別紙２と共通です。

２ （みどり加算を受ける場合）実施経過報告書の作成【R7拡充】

やむを得ない理由で取組を実施できなかった場合

多面的機能支払交付金では、原則５年間の活動計画に基づいて５年間継続して活動を実
施する必要があり、実施要件を満たさない場合は、交付を受けた交付金を認定年度に遡っ
て返還（遡及返還）を求める仕組みとなっています。

ただし、自然災害その他やむを得ない理由による場合は返還は免除される規定を設けて
おり、みどり加算については、例えばブロックローテーション等地域の営農計画上の事情
等により取組を実施できない事情が生じた場合は、市町村に相談し、備考欄に理由を記入
してください。

なお、やむを得ない理由の整理に当たっては、地域において、十分に認識を共有し、合
意を図ることが重要です。

■ 活動の報告

次のページに示す別紙１及び別
紙２、生産記録等を添付して提
出します。

該当するものに「■」を記入して
ください。
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• 生産記録（参考様式）を基に活動の内容を取りまとめ、別紙１を作成します。

別紙１ 環境負荷低減の取組への支援（通称：みどり加算）取組面積

■ 活動の報告

「a 活動の計画」は、「活動計画書」
の内容を転記してください。（パソコ
ンで入力する場合、活動計画書か
ら自動で転記されます。）

・「実施面積」は、畦畔、法面を含
まない本地面積を、小数点以下を
切り捨て、整数で記入してください。

・「実施面積」は、報告年度のみ記
入してください。

報告年度の実施面積が計画面積
を下回った場合又は１年目の計画
面積を下回った場合、備考欄にそ
の理由を記入してください。
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• 生産記録（参考様式）を基に構成員ごとの実施状況を取りまとめます。

別紙２ 構成員別取組面積

■ 活動の報告

・構成員別に記入してください。

・複数人で協力して取り組む場合
で、実施面積を該当する者ごとに
分けて書くことができない場合には、
氏名欄に該当する者の氏名を列
記してください。
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みどり加算に取り組む場合は、別紙１及び別紙２（様式第1-12号 
実施経過報告書と共通）を記入し、添付してください。

次年度への持越金が当該年度交付金の３割を超え、かつ、100万
円以上である場合には、別紙３を記入し、添付してください。

毎年度、活動記録簿及び金銭出納簿を基に活動の内容を取りまとめ、実施状況報告書
（様式第１－８号）を作成します。

※様式第１－８号の別紙１及び別紙２は、様式１－１２号の別紙１及び別紙２と共通です。

３ 実施状況報告書の作成

■ 活動の報告
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「収支実績」は、金銭出納簿の集計表をもと
に自動で作成されます。

持越金がある場合は、備考欄に
その使用予定を具体的に記入してください。
なお、持越金が当該年度交付金の３割を
超え、かつ、100万円以上である場合は使
用予定表を作成してください。

実施状況報告書の作成方法（パソコン入力の場合）

■ 活動の報告
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「計画」欄：一部（オレンジ着色セル）を除き、
活動計画書をもとに自動で作成されます。

オレンジ着色セルには、以下を入力してくだ
さい。
計画した活動→「○」
計画外の活動→「ー」
※点検結果及び機能診断結果に応じて実
施する項目は、点検の結果、実施すること
としたものは「計画」欄に○を選択してくださ
い。

「実施」欄：一部（オレンジ着色セル）を除き、
活動記録をもとに自動で作成されます。

オレンジ着色セルには、以下を入力してくだ
さい。
実施した活動→「○」
実施できなかった活動、活動要件を満たせ
なかった活動→「×」
対象外の活動→「ー」

※農地維持支払交付金の交付を受けずに
活動を実施した場合も記入してください。

・「備考」欄：「実施」欄に「×」を記入し
た場合、未実施等となった理由を記入
してください。

・これまで「実施」欄に「○」を記入した
場合に求めていた具体的な活動内容
等の記入は不要としました。

研修は、５年間の活動期間で各１回実施します。（研
修は、活動を開始後の早い段階で実施します。）
実施済みの場合 →「実施年度：令和○年」
今後実施予定の場合→「実施（予定）年度：令和○年」
と記入してください。

「開催日」欄には、活動実績や収支決算に
ついて総会や運営委員会に諮った日を記
入してください。

保全管理区域内に遊休農地がなく、かつ、点検の結果、遊休
農地発生防止のための保全管理の活動を実施する必要がな
かった場合は「実施」欄に「×」を記入し、備考欄に理由を記入
してください。

点検の結果遊休農地化のおそれのある農
地が無かったため未実施

遊休農地解消面積  a

○４　遊休農地発生防止のための保全管理 ×

実施状況報告書の作成方法（パソコン入力の場合）

■ 活動の報告

大雨、洪水、地震等の後の見回りも含みます。
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活動計画書で行を追加した場合は、同じ
行数となるよう行を追加してください。
この場合、「活動項目」、「計画」、「実施」
欄は自動入力されませんので、ご留意く
ださい。

実施状況報告書の作成方法（パソコン入力の場合）

■ 活動の報告

計画 実施

加算措置
別紙１及び別紙２に記入してください。

環境負荷低減の取組への支援

加算措置 実施面積（右記の内数） 全対象水田面積

水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援
a

【加算措置に取り組む場合】

中干し延期 a

江の設置（作溝実施） a
江の設置（作溝未実施） a

長期中干し a

冬期湛水 a

夏期湛水 a

59　都道府県、市町村が特に認める活動

60　広報活動・農村関係人口の拡大

【58-3 水管理を通じた環境負荷低減活動の強化に取り組む場合（該当取組のみ記載）】
環境負荷低減活動 取組面積

機
能
の
増
進
を
図
る
活
動

　

　

　

58　農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化

58-2　広域活動組織における活動支援班による活動の
実施

58-3　水管理を通じた環境負荷低減活動の強化

55　防災・減災力の強化

56　農村環境保全活動の幅広い展開

57　やすらぎ・福祉及び教育機能の活用

「多面的機能の増進を図る活動」におい
ては、取組面積に関する要件はありませ
んが、実施状況を把握するため、面積を
入力してください。
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農地中間管理機構の借り受け農地の有無によ
り判断してください。
過年度からの継続保有地も含め、借受、保有、
受渡をした全てが対象となります。

当該年度に工事を行わず、調査や
設計のみを行った場合は「○」を記
入してください。

計画欄は、活動計画書を基に自動
で作成されます。

・活動計画書に位置付けた数量のうち、当該年
度の完成数量を記入してください。
延長は小数点以下第２位まで記入してください。

・排水路には、水路のうち排水機能を有する水
路（反復利用等が行われる用排兼用水路を含
む）の数量を記入してください。

甚大な自然災害で被災した施設の小規模
な被災箇所の補修や復旧等を行った場合
（※）、具体の活動内容と施設名を明らかに
して記入してください。

（※）多面的機能支払交付金実施要綱別紙
１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（４）
及び第４の２の（３）の規定に基づく特例措
置の適用を受けた場合

多面的機能支払交付金の第３期対策（R7～R11）では、活動組織の体制強化に向けた多
様な人材の参画及び活動組織の広域化や、事務の効率化を推進することとしています。
活動組織の体制強化の取組状況を把握するため、全ての当てはまる項目に「○」をしてく
ださい。

実施状況報告書の作成方法（パソコン入力の場合）

■ 活動の報告

計画計画書で行を追加した場合は、同じ行数となるよう行を追加
してください。
その場合、「計画」欄は自動入力されませんので、ご留意ください。

本交付金の活動組織で該当するケースはほとんど無いと考えられ
ますが、課税事業者に該当する場合には、市町村が定める様式で
「仕入れに係る消費税等相当額報告書」の提出が必要となります。
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手書きの場合は、金銭出納簿の集
計欄から当該年度の交付金の収入、
支出実績を記入してください。

金銭出納簿の「1.農地維持・資源向上（共
同）」と「2.資源向上（長寿命化）」両方の「8.返
還」の金額を合計して記入します。

金銭出納簿の「1.農地維持・資源向上
（共同）」の集計欄の4～7から転記し
てください。

金銭出納簿の「2.資源向上（長寿命
化）」の集計欄の4～7から転記してく
ださい。

・金銭出納簿の「1.農地維持・資源向
上（共同）」と「2.資源向上（長寿命
化）」両方の「3.利子等」の金額を合計
して記入してください。

金銭出納簿の「2.資源向上（長寿命
化）」の集計欄の1と2から転記してくだ
さい。

金銭出納簿の「1.農地維持・資源向上
（共同）」の集計欄の1と2から転記して
ください。

持越金がある場合は、備考欄に
その使用予定を具体的に記入してください。
なお、持越金が当該年度交付金の３割を
超え、かつ、１００万円以上である場合は
使用予定表を作成してください。

実施状況報告書の作成方法（手書きの場合）

■ 活動の報告
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「計画」欄：以下を記入してください。
計画した活動→「○」
計画外の活動→「ー」

※点検結果及び機能診断結果に応じて実
施する項目は、点検の結果、実施すること
としたものは「計画」欄に○を選択してくださ
い。

「実施」欄：以下を記入してください。
実施した活動→「○」
実施できなかった活動、活動要件を満た

せなかった活動→「×」
対象外の活動→「ー」

※農地維持支払交付金の交付を受けずに
活動を実施した場合も記入してください。

「備考」欄：「実施」欄に「×」を記入した
場合、未実施等となった理由を記入し
てください。

・これまで「実施」欄に「○」を記入した
場合に求めていた具体的な活動内容
等の記入は不要としました。

研修は、５年間の活動期間で各１回実施します。（研
修は、活動を開始後の早い段階で実施します。）
実施済みの場合 →「実施年度：令和○年」
今後実施予定の場合→「実施（予定）年度：令和○年」
と記入してください。

「開催日」欄には、活動実績や収支決算に
ついて総会や運営委員会に諮った日を記
入してください。

保全管理区域内に遊休農地がなく、かつ、点検の結果、遊休
農地発生防止のための保全管理の活動を実施する必要がな
かった場合は「実施」欄に「×」を記入し、備考欄に理由を記入
してください。

点検の結果遊休農地化のおそれのある農
地が無かったため未実施

遊休農地解消面積  a

○４　遊休農地発生防止のための保全管理 ×

実施状況報告書の作成方法（手書きの場合）

■ 活動の報告

大雨、洪水、地震等の後の見回りも含みます。
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実践活動については、活動計画書に位
置付けた活動項目を記入してください。

実施状況報告書の作成方法（手書きの場合）

■ 活動の報告

「多面的機能の増進を図る活動」におい
ては、取組面積に関する要件はありませ
んが、実施状況を把握するため、面積を
記入してください。

計画 実施

加算措置
別紙１及び別紙２に記入してください。

環境負荷低減の取組への支援

加算措置 実施面積（右記の内数） 全対象水田面積

水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援
a

【加算措置に取り組む場合】

中干し延期 a

江の設置（作溝実施） a
江の設置（作溝未実施） a

長期中干し a

冬期湛水 a

夏期湛水 a

59　都道府県、市町村が特に認める活動

60　広報活動・農村関係人口の拡大

【58-3 水管理を通じた環境負荷低減活動の強化に取り組む場合（該当取組のみ記載）】
環境負荷低減活動 取組面積

機
能
の
増
進
を
図
る
活
動

　

　

　

58　農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化

58-2　広域活動組織における活動支援班による活動の
実施

58-3　水管理を通じた環境負荷低減活動の強化

55　防災・減災力の強化

56　農村環境保全活動の幅広い展開

57　やすらぎ・福祉及び教育機能の活用
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農地中間管理機構の借り受け農地の有無によ
り判断してください。
過年度からの継続保有地も含め、借受、保有、
受渡をした全てが対象となります。

当該年度に工事を行わず、調査や
設計のみを行った場合は「○」を記
入してください。

計画欄は、活動計画書を基に記入し
てください。

・活動計画書に位置付けた数量のうち、当該年
度の完成数量を記入してください。
延長は小数点以下第２位まで記入してください。

・排水路には、水路のうち排水機能を有する水
路（反復利用等が行われる用排兼用水路を含
む）の数量を記入してください。

本交付金の活動組織で該当するケースはほとんど無いと考えられ
ますが、課税事業者に該当する場合には、市町村が定める様式で
「仕入れに係る消費税等相当額報告書」の提出が必要となります。

甚大な自然災害で被災した施設の小規模
な被災箇所の補修や復旧等を行った場合
（※）、具体の活動内容と施設名を明らかに
して記入してください。

（※）多面的機能支払交付金実施要綱別紙
１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（４）
及び第４の２の（３）の規定に基づく特例措
置の適用を受けた場合

多面的機能支払交付金の第３期対策（R7～R11）では、活動組織の体制強化に向けた多様
な人材の参画及び活動組織の広域化や、事務の効率化を推進することとしています。
活動組織の体制強化の取組状況を把握するため、全ての当てはまる項目に「○」を記入して
ください。

実施状況報告書の作成方法（手書きの場合）

■ 活動の報告
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　次年度への持越金が当該年度交付金の３割を超え、かつ、１００万円以上である場合に作成。
　算定根拠について、市町村担当者から提出を求められた場合には添付すること。

使用時期 使用内容 算定根拠

４月 水路の目字詰めで使用する資材の購入 ○○○ 円 見積書

４月 農道の路面の維持の活動で使用する砂利
の購入 ○○○ 円 見積書

円

持越金の使用予定表
農地維持・資源向上（共同）

使用予定金額

持越金が当該年度交付金の３割を超え、
かつ、１００万円以上である場合は使用予
定表を作成してください。

市町村担当者における妥当性の確認欄
確認結果 担当者記名

上記の内容について、妥当であると認める。

別紙３

　
　

円

円計

　次年度への持越金が当該年度交付金の３割を超え、かつ、１００万円以上である場合に作成。
　算定根拠について、市町村担当者から提出を求められた場合には添付すること。

使用時期 使用内容 算定根拠

４月 水路更新で使用する資材購入 ○○○ 円 見積書

円

持越金の使用予定表
資源向上（長寿命化）

使用予定金額

別紙３

使用内容を具体的に記入してください。

• 残額は、次年度の当初期間（4月～６月）に必要な額（３割程度）に限り、持越すことが
できます。

• 長寿命化の取組として、持越金を積立てる場合は、長寿命化整備計画に位置付けた取組
で次年度以降に必要な費用のみとします。 

• 持越金については、使用時期、使用内容などを実施状況報告書の備考欄に記入してくだ
さい。なお、農地維持と資源向上（共同）の持越金の合計額が、当該年度のそれらの交
付額の合計の３割を超え、かつ100万円以上である場合と、資源向上（長寿命化）の持
越金が当該年度の資源向上（長寿命化）の３割を超え、かつ100万円以上である場合は
使用予定表を作成してください。

• 使用予定が明確でないものは、市町村に返還することが必要です。

• 持越金を次年度に活用する際には、前年度の実施状況報告書で定めた用途に従って使用
してください。

別紙３ 持越金の使用予定表

■ 活動の報告
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• 令和７年度から、全ての活動組織が環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどり
チェック）のチェックシートに取り組む必要があります。

• チェックシート（様式第１－11号）は、活動期間の最終年度の実施状況報告時に「報
告時（しました）」の欄にチェックを入れ、実施状況報告書と併せて市町村長に提出
する必要があります。

みどりチェックの詳細は、活動組織向けの解説書を参照してください。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

４ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）【R7追加】

■ 活動の報告

報告時（しました）の欄にチェッ
クします。

多面 クロスコンプライアンス
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